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お お お お 知 知 知 知 ら せ ら せ ら せ ら せ  

平成２７年１月２３日 

東 北 電 力 ( 株 ) 

 

 

太陽光発電設備（特別高圧および高圧）の系統連系申込みに対する回答再開 

ならびに 

再生可能エネルギー発電設備の系統連系申込み手続きの見直しについて 

 

当社は、１月２２日に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行規則の一部を改正する経済産業省令第三号」（以下、「改正省令」）が

公布されたことを受け、改正省令にもとづき、平成２６年１０月１日以降に受付した

太陽光発電設備（特別高圧および高圧）の系統連系申込みにつきまして、改正省令の

施行日である平成２７年１月２６日以降、技術検討等を終えた案件から順次回答を再

開させていただくことといたしました。 

 

再生可能エネルギー固定価格買取制度の運用見直しについては、平成２６年１２月

１８日に、経済産業省から「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取

制度の運用見直し等について」が示されており、同日、当社も、当面の対応について

お知らせしておりました。 

（平成２６年１２月１８日お知らせ済み） 

 

今回の改正省令の施行にあわせて、再生可能エネルギー発電設備（以下、「再エネ

発電設備」）の系統連系申込みに係る手続きについても、改正省令の内容に則り、事

業者さまの調達価格に対する予見可能性を高める観点、「接続枠」の空押さえ防止の

観点などから見直しを行い、改正省令の施行日より、受付方法を一部変更させていた

だくことといたしました。 

「改正省令にもとづく再エネ発電設備の新たな出力制御ルールの適用の考え方」お

よび「再エネ発電設備の系統連系申込みに係る手続き見直しの内容」の詳細につきま

しては、別紙１から４のとおりです。 

  

なお、当社は、連系が確定している太陽光発電の設備容量が接続可能量を既に超え

ている状況となっていることから、太陽光発電については、指定電気事業者

※

に指定

されたため、平成２６年１０月１日以降に受付した太陽光発電設備の系統連系申込み

については、３６０時間を超えてもなお無補償での出力制御にご協力いただくことに

なります。 

事業者さまの予見性確保の観点から、出力制御期間の見込みにつきまして、算定で

き次第すみやかに公表させていただくとともに、今後、出力予測技術の精度向上に努

めるなど、事業者さまの出力制御時間・量が極力少なくなるよう取り組んでまいりま

す。 

資 料 １



2 

 

また、改正省令にもとづき、平成２７年３月３１日までの間にお申込みを受付した

１０ｋＷ未満の太陽光発電設備（主に住宅用）に対しては、これまでどおりのお取扱

いを継続いたします。さらに、２０ｋＷ未満の風力発電設備に対しては、当分の間、

これまでどおりのお取扱いを継続いたします。 

 

当社といたしましては、引き続き、再生可能エネルギーの導入拡大に向けて最大限

の取組みを行ってまいりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

以 上 

 

 

※指定電気事業者…接続申込量が接続可能量を超過した場合には、年間３０日の

出力制御の上限を超えてもなお無補償の出力制御を前提として、再エネ発電設

備の電力系統への連系ができるよう経済産業大臣から指定された一般電気事業

者 

 

（別紙１） 

改正省令にもとづく再エネ発電設備の新たな出力制御ルールの適用の考え方 

（別紙２） 

再エネ発電設備の系統連系申込みに係る手続き見直しの内容 

（別紙３） 

再エネ発電設備の系統アクセス検討申込みから連系開始までの流れ 

（別紙４） 

  再エネ発電設備の系統連系申込日に応じた新たな出力制御ルール適用の考え方
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（別紙１） 

 

改正省令にもとづく再エネ発電設備の新たな出力制御ルールの適用の考え方 

 

１．改正省令の出力制御に関する内容 

（１）出力制御の対象の見直し 

①太陽光・風力発電設備に対する出力制御の対象範囲の拡大 

従来、５００ｋＷ以上の太陽光・風力発電設備を出力制御の対象としており

ましたが、改正省令により、５００ｋＷ未満の太陽光・風力発電設備（ただし、

２０ｋＷ未満の風力発電を除く）にも拡大されました。 

なお、太陽光発電設備の出力制御にあたっては、１０ｋＷ以上（主に非住宅

用）の制御を先行させ、１０ｋＷ未満（主に住宅用）については、優先的な取

扱いを行うものとします。 

 

②バイオマス発電設備に対する出力制御ルールの明確化 

従来、一律に火力発電設備と同等の出力制御の対象となっていたバイオマス発

電設備について、出力制御の受容可能性を踏まえたきめ細かい出力制御ルール

（※）が設定されました。 

 

（※）バイオマス発電設備に係る出力制御ルールの明確化 

ア 地域型バイオマス発電設備（注）：電力系統の運用上必要な範囲での出力制御の

対象となりますが、イおよびウの出力制御を先行して実施することを前提とし

ます。また、燃料貯蔵の困難性、技術的制約等により出力制御が困難な場合は、

出力制御の対象外とします。 

イ バイオマス専焼発電設備（アを除く）：電力系統の運用上必要な範囲での出力制

御の対象となりますが、ウの出力制御を先行して実施することを前提とします。 

ウ 化石燃料混焼発電設備（アを除く）：電力系統の運用上必要な範囲での出力制御

の対象となります。 

（注）：メタン発酵ガス発電設備、一般廃棄物発電設備、木質バイオマス発電・農作

物残さ発電設備等であって、地域に賦存する資源を有効活用する発電設備を

いいます。 

 

（２）「３０日ルール」の時間制への移行 

①出力制御の時間制への移行 

従来、１日単位での出力制御を前提に年間３０日まで実施できる無補償の出

力制御について、時間単位での出力制御を前提に、太陽光発電設備は年間３６

０時間まで、風力発電設備は年間７２０時間まで無補償で実施できるよう制度

が見直されました。 

 

②遠隔出力制御システムの導入 

①のような時間単位のきめ細かな出力制御を実現するため、出力制御の対象
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となる太陽光・風力発電設備については、遠隔制御用のパワーコンディショナ

ー等の導入が必要となります。ただし、このような遠隔出力制御システムの構

築には一定の時間を要することから、当社は、当分の間、「改正省令にもとづき、

出力制御を行うために必要な機器の設置、費用負担、その他必要な措置を事業

者さまに求める場合には、その求めに応じていただくこと」を条件に、系統連

系申込みを承諾することとします。 

 

（３）指定電気事業者制度の活用による接続拡大 

接続申込量が接続可能量を上回った場合には、「指定電気事業者制度」を活用

し、３６０時間を超えてもなお無補償の出力制御を受ける可能性があることを

前提に系統連系の受付が可能となります。 

なお、各電力会社は、出力制御期間の見込みをあらかじめ示し、出力制御の

対象となる事業者の予見可能性確保に努めることを求められております。 

当社は、平成２６年１２月２２日に、太陽光発電について指定電気事業者の

指定を受けたことから、本制度の活用を前提に、太陽光発電の系統連系申込み

を承諾することとします。（なお、遠隔出力制御システムの導入も前提となりま

す。） 

 

 

２．新たな出力制御ルールの適用の考え方 

 

（１）太陽光発電設備 

特別高圧・高圧連系について、平成２６年１０月１日以降に受付した系統連系

申込みから新たな出力制御ルールを適用します。 

低圧連系について、平成２７年１月２６日（改正省令施行日）以降に受付する

系統連系申込みから新たな出力制御ルールを適用します。 

ただし、改正省令にもとづき、平成２７年３月３１日までに系統連系申込みを

受付する１０ｋＷ未満の発電設備に対しては、出力制御および遠隔出力制御シ

ステムの設置を求めません。 

 

（２）水力発電設備 

特別高圧・高圧・低圧連系のそれぞれについて、これまでと変更ありません。 

 

（３）地熱発電設備 

特別高圧・高圧・低圧連系のそれぞれについて、これまでと変更ありません。 

 

（４）バイオマス発電設備 

特別高圧・高圧・低圧連系のそれぞれについて、平成２７年１月２６日（改

正省令施行日）以降に受付する系統連系申込みから新たな出力制御ルールを適用

します。 

なお、既に受付した系統連系申込みのうち、平成２７年１月２５日時点で当



5 

 

社から事業者さまへ連系承諾を含む技術検討結果等のお知らせを発行・送付して

いない案件については、新旧いずれのルールが適用されるかを事業者さまが選択

いただけます。 

 

（５）風力発電設備 

特別高圧・高圧・低圧連系のそれぞれについて、平成２７年１月２６日（改正

省令施行日）以降に受付する系統連系申込みから新たな出力制御ルールを適用

します。 

ただし、改正省令にもとづき、２０ｋＷ未満の発電設備に対しては、当分の間、

出力制御および遠隔出力制御システムの設置を求めません。 

 

※風力について、当社の電力系統への連系量が、平成２７年１月２３日時点で

は当社の風力受付可能量（２００万ｋＷ）に達していないため、上記のとお

りとさせていただきますが、風力受付可能量に達した場合の取扱いについて

は、別途協議をさせていただきます。 

 

以 上
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（別紙２） 

再エネ発電設備の系統連系申込みに係る手続き見直しの内容 

 

１．「接続検討申込み（系統アクセス検討申込み）」と「系統連系申込み」の同時受付

の開始 

当社は、これまで「接続検討申込み」に対する技術検討結果を回答後に「系統

連系申込み（託送契約に係る申込みを含む）」を受付しておりましたが、事業者

さまの調達価格に対する予見可能性を高めるため、「接続検討申込み」にあわせ

て「系統連系申込み」を同時に受付することができるようにします。 

なお、引き続き、事業者さまからの希望により、「接続検討申込み」単独での

お申込みも受付します。 

 

２．接続枠を確保したまま事業を開始しない「空押さえ」の防止 

    当社は、これまで「系統連系承諾書」を発行後に、事業者さまと工事費負担金

支払い期日を協議のうえ「工事費負担金契約書」を締結し、工事費負担金をお

支払いいただいておりましたが、「接続枠（系統利用枠）」を確保したまま事業

を開始しない「空押さえ（滞留）」案件の発生を防止するため、改正省令の施行

に伴い、これまで別立てであった「系統連系承諾書」と「工事費負担金契約書」

の一本化をはかり、接続契約締結の証として、あらたに「接続契約（連系承諾

と工事費負担金の支払いを内容とする契約）のご案内」を、事業者さまへ発行・

送付することにします。 

    「接続枠」の確保は、「接続契約のご案内」を発行・送付後、事業者さまから

工事費負担金を原則として１ヶ月以内にお支払いいただくことが条件となり、

お支払いいただけない場合や特段の理由もないのに連系予定日を過ぎてもなお

発電設備の連系や営業運転を開始しない場合等には、当社は、接続契約を解除

（連系承諾を取消し）させていただきます。 

   また、「接続契約のご案内」の発行・送付は、平成２７年１月２６日（改正省

令施行日）以降に受付する再エネ発電設備の系統連系のお申込みから適用しま

す。 

 

３．再エネ発電設備からの電力受給に関する契約要綱の一本化 

当社は、これまで風力発電設備の場合には、「通常型風力発電系統連系受付要

項」および「出力変動緩和制御型発電（蓄電池等併設型）系統連系受付要項」

等にて、太陽光発電設備の場合には、「太陽光発電設備の系統連系および電力購

入に関する契約要綱」等にもとづき、系統連系申込みを受付しておりましたが、

今回の改正省令の施行に伴い、すべての再エネ発電設備を対象とした「再生可

能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱」へ一本化をはかりま

す。 

この一本化により、これまで風力発電設備の「接続検討申込み」の受付要件と

していた各種様式の提出は、不要となります。 

以 上 
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（別紙３） 

 

再エネ発電設備の系統アクセス検討申込みから連系開始までの流れ 

（特別高圧・高圧連系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

事業者さまの手続き 

両者に係わる手続き 

東北電力の手続き 

系統アクセス検討のお申込み 系統連系のお申込み 

受付(必要書類確認) 

接 続 検 討 

接続検討結果の回答 

事業性のご判断(意思表明書) 

意思確認結果の受領 

受付(必要書類確認) 

接続検討、工事設計、工事費負担金の算出 

「接続契約のご案内」の発行･送付(当社→事業者さま)

（接 続 契 約 の 締 結） 

工事費負担金のお支払い 受給契約の締結 

・ 

給電申合書または 

給電協定書の締結 系統連系工事の実施 

連 系 開 始 

※2 ※2 ※2 ※2 ※1 ※1 ※1 ※1 

※4 ※4 ※4 ※4 

系統アクセス検討のお申込み 

受付(必要書類確認) 

接 続 検 討 

接続検討結果の回答 

事 業 性 の ご 判 断 

系統連系のお申込み 

受付(必要書類確認) 

接続検討、工事設計、工事費負担金の算出 

連系承諾書の発行・送付(当社→事業者さま) 

工事費負担金契約の締結 

工事費負担金のお支払い 受給契約の締結 

・ 

給電申合書または 

給電協定書の締結 系統連系工事の実施 

連 系 開 始 

※１：接続検討結果の回答を待たずに系統連系申込みをすることが可能です。 

※２：接続検討結果の回答を待って系統連系申込みをすることも可能です。 

※３：接続検討結果の回答にもとづき事業性をご判断いただき、事業の継続を希望される事業者さ

まから当社指定の様式「意思表明書」を当社にご提出いただきます。当社は、「意思表明書」

の受領をもって、系統連系のお申込み順位を確定します。 

※４：接続契約とは、連系承諾と工事費負担金契約の支払いを内容とする契約をいい、当社は、接

続契約締結の証として、連系承諾と工事費負担金の支払い等を記載した「接続契約のご案内」

を事業者さまへ発行・送付します。[平成２７年１月２６日（改正省令施行日）以降に受付す

る再エネ発電設備の系統連系のお申込みから適用を開始します。] 

    

■ 見直し後の流れ 
■ 見直し前の流れ 

※3 ※3 ※3 ※3 



再エネ発電設備の系統連系申込日に応じた 新たな出力制御ルール(新ルール)適用の考え方

発電種別 連系区分発電種別 連系区分発電種別 連系区分発電種別 連系区分

平成26年9月30日平成26年9月30日平成26年9月30日平成26年9月30日までまでまでまで

にににに申込申込申込申込をををを受付受付受付受付したものしたものしたものしたもの

（（（（回答保留対象外回答保留対象外回答保留対象外回答保留対象外））））

平成26年10月1日以降平成26年10月1日以降平成26年10月1日以降平成26年10月1日以降

にににに申込申込申込申込をををを受付受付受付受付したものしたものしたものしたもの

新新新新ルールにルールにルールにルールに係係係係るるるる省令施行省令施行省令施行省令施行

（（（（平成27年1月26日平成27年1月26日平成27年1月26日平成27年1月26日））））以降以降以降以降

にににに申込申込申込申込をををを受付受付受付受付したものしたものしたものしたもの

太 陽 光太 陽 光太 陽 光太 陽 光

10kW

以上

特別高圧

高 圧

旧旧旧旧ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

• 500kW以上で出力制御あり
（年間30日までは無補償）

新新新新ルールによるルールによるルールによるルールによる回答再開回答再開回答再開回答再開

•出力制御あり
（指定電気事業者制度にもと

づき、年間360時間を超えても

なお無補償）

新新新新ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

•出力制御あり
（指定電気事業者制度にもと

づき、年間360時間を超えても

なお無補償）

低 圧

旧旧旧旧ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

•出力制御なし
旧旧旧旧ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

•出力制御なし

10kW未満

旧旧旧旧ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

•出力制御なし
旧旧旧旧ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

・・・・出力制御なし

（（（（３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までのまでのまでのまでの受付受付受付受付））））

旧旧旧旧ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

・・・・出力制御なし

（（（（４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降のののの受付受付受付受付））））

新新新新ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

・・・・出力制御あり

[ただし、１０ｋW以上（主に非住

宅用）から先に出力制御を行う

など優先的な取扱あり]

水 力水 力水 力水 力

地 熱地 熱地 熱地 熱

特別高圧

高 圧

低 圧

旧旧旧旧ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

•出力制御なし
旧旧旧旧ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

・出力制御なし

新新新新ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

•出力制御なし

別紙４

発電種別 連系区分発電種別 連系区分発電種別 連系区分発電種別 連系区分

平成26年9月30日平成26年9月30日平成26年9月30日平成26年9月30日までまでまでまで

にににに申込申込申込申込をををを受付受付受付受付したものしたものしたものしたもの

（（（（回答保留対象外回答保留対象外回答保留対象外回答保留対象外））））

平成26年10月1日以降平成26年10月1日以降平成26年10月1日以降平成26年10月1日以降

にににに申込申込申込申込をををを受付受付受付受付したものしたものしたものしたもの

新新新新ルールにルールにルールにルールに係係係係るるるる省令施行省令施行省令施行省令施行

（（（（平成27年1月26日平成27年1月26日平成27年1月26日平成27年1月26日））））以降以降以降以降

にににに申込申込申込申込をををを受付受付受付受付したものしたものしたものしたもの

バイオバイオバイオバイオ

マ スマ スマ スマ ス

特別高圧

高 圧

低 圧

1月25日時点1月25日時点1月25日時点1月25日時点でででで連系承諾連系承諾連系承諾連系承諾にににに

至至至至っていないっていないっていないっていない案件案件案件案件はははは、、、、新旧新旧新旧新旧

いずれのルールがいずれのルールがいずれのルールがいずれのルールが適用適用適用適用されされされされ

るかをるかをるかをるかを選択選択選択選択できるできるできるできる。。。。

・新・旧ルールとも

出力制御あり

1月25日時点1月25日時点1月25日時点1月25日時点でででで連系承諾連系承諾連系承諾連系承諾にににに

至至至至っていないっていないっていないっていない案件案件案件案件はははは、、、、新旧新旧新旧新旧

いずれのルールがいずれのルールがいずれのルールがいずれのルールが適用適用適用適用されされされされ

るかをるかをるかをるかを選択選択選択選択できるできるできるできる。。。。

・新・旧ルールとも

出力制御あり

新新新新ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

・出力制御あり

（地域型バイオマスについて、燃料貯

蔵の困難性、技術的制約等により、

出力制御が困難な場合は出力制御

の対象外）

風 力風 力風 力風 力
※※※※

20kW

以上

特別高圧

高 圧

当社当社当社当社のののの受付可能量受付可能量受付可能量受付可能量（（（（風力風力風力風力））））である200である200である200である200万万万万kWにkWにkWにkWに達達達達するするするする

まではまではまではまでは旧旧旧旧ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

• 500ｋW以上で出力制御あり （年間30日までは無補償）

当社当社当社当社のののの受付可能量受付可能量受付可能量受付可能量（（（（風風風風

力力力力））））である200である200である200である200万万万万kWにkWにkWにkWに達達達達

するまではするまではするまではするまでは新新新新ルールにルールにルールにルールに

よるよるよるよる受入受入受入受入

•出力制御あり
（年間720時間までは無補償）

低 圧

当社当社当社当社のののの受付可能量(風力)受付可能量(風力)受付可能量(風力)受付可能量(風力)である200である200である200である200万万万万kWにkWにkWにkWに達達達達するするするする

まではまではまではまでは旧旧旧旧ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

•出力制御なし

20kW未満

当社当社当社当社のののの受付可能量(風力)受付可能量(風力)受付可能量(風力)受付可能量(風力)である200である200である200である200万万万万kWにkWにkWにkWに達達達達するするするする

まではまではまではまでは旧旧旧旧ルールによるルールによるルールによるルールによる受入受入受入受入

•出力制御なし

当分当分当分当分のののの間間間間，，，，旧旧旧旧ルールによるルールによるルールによるルールによる

受入受入受入受入

•出力制御なし

※風力について、現時点では、当社系統への風力連系量が当社の風力受付可能量（２００万ｋＷ）に達していないため、上記のとおりとさせていた

だきますが、風力受付可能量に達した場合の取扱いについては、別途協議をさせていただきます。

別紙４

再エネ発電設備の系統連系申込日に応じた 新たな出力制御ルール(新ルール)適用の考え方
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平成2６年１2月１６日

東北電力株式会社

接続可能量算定の考え方

および算定結果について

総合エネルギー調査会 新エネルギー小委員会

第３回系統ワーキンググループ提出資料

資 料 ２

p 2
再生可能エネルギー拡大に対する課題

再エネの需給バランスに係わる課題は，主に以下の２つの課題に大別

① 短周期面の課題（数十分程度未満）：調整力が不足すれば周波数変動の

拡大

② 長周期面の課題（数十分程度以上）： 軽負荷期の余剰電力の発生

⇒ 系統全体の連系可能量は，需給面の問題だが，短周期面の課題（①）

は，広域的に調整することにより相応のレベルまで解消されることが期

待されるため，今回は長周期面（②）の課題について検討

【短周期面の課題】 【長周期面の課題】



p 3
接続可能量算定（長周期）プロセスのフロー図

ステップ１：接続可能量算定の検討断面の決定

ステップ３：検討断面における想定出力等の決定

（一般水力，原子力，地熱）

ステップ２：検討断面における需要想定の決定

ステップ４：再エネ導入量に応じた想定出力の決定

ステップ５：現制度における需給解析（火力発電の抑制，

揚水運転，３０日間の再エネ出力抑制の反映等）

接続可能量の算定

p 4
STEP1：検討断面の選定

１年間（24時間×365日＝8,760時間）を通じた各時間を検討の

対象とする

<<365日分の需要を想定>>

（１日あたり２４点）

需要・季節に応じた電源バランス

によりベース供給力を想定

下げ代 = 需要－ベース供給力

１時間単位で下げ代を算出

<<365日分の電源バランスを想定>>

下げ代＜風力・太陽光出力 ⇒ 出力抑制が必要

下げ代≧風力・太陽光出力 ⇒ 制約なし（抑制不要）

抑制日数により接続可能量を評価

ベース供給力
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5
STEP2：検討断面における需要想定の設定

固定価格買取制度開始後で震災後の省エネ等を反映した需要実績が

望ましい

2013年度の自社需要実績（発受電端）を用いる

⇒ 太陽光の自家消費電力分加算による補正を実施

2012年度末の太陽光連系量（39万kW）

<<2013年度の東北電力需要（太陽光の自家消費補正後）>>

ＧＷ

年末年始

夏季

冬季

p 6
STEP3：検討断面における出力の想定：原子力

安定供給のためには，ベースロード電源を一定量確保することが必要

原子力原子力原子力原子力

供給力（万kW） ※ ２３４．９

設備容量（万kW） ３８９．３

利用率（％） ６９．８

長期的な傾向を反映することとし，震災前過去30年（30年経過していな

い場合は運転開始後の全期間）［昭和56年度～平成22年度］の設備利用

率平均を用いる

設備一覧［受電分］（万ｋW）設備一覧［受電分］（万ｋW）設備一覧［受電分］（万ｋW）設備一覧［受電分］（万ｋW）

東通 ： ５７．０

女川１ ： ５２．４

女川２ ： ８２．５

女川３ ： ４２．８

柏崎刈羽１： ５２．６

東海第二 ： ２１．１

大間 ： ２８．１

福島第二３： ２６．４

福島第二４： ２６．４

※ 福島第二は，東京電力の「新・総合特別事業

計画」においても今後の扱いは未定としてお

り，地元のご意向も踏まえて，接続可能量を

算定する供給力には織り込んでいない。

仮に稼働した場合には，連系線に新たな南向

き空き容量を確保できるため，その分を活用

すれば，接続可能量には影響しない。
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STEP3：検討断面における出力の想定：一般水力

一般水力（含 小水力）一般水力（含 小水力）一般水力（含 小水力）一般水力（含 小水力）

設備容量

（万kW）

流れ込み式 ７５．６※

調整池式 ２２３．５

貯水池式 １２．０

合計 ３１１．１

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

流れ込み式 62.5 66.9 54.5 51.1 41.7 38.6 40.5 45.6 41.2 28.8 26.0 35.3

調整池式 117.3 108.3 68.0 61.0 44.4 42.3 31.2 49.3 56.9 38.3 42.2 70.1

貯水池式 3.9 7.5 6.5 5.8 5.7 2.8 2.0 1.8 1.3 1.9 2.7 2.5

合計 183.7 182.7 129.0 117.9 91.8 83.7 73.7 96.7 99.4 69.0 70.9 107.9

水力の最低供給力（万kW)

平水ベースで想定

調整池式および貯水池式は，池容量・

貯水量を活用して，太陽光のピーク時

の出力を最大限下げることを想定

なお，貯水池式については，農業用水

等に必要な責任放流量分の発電を出力

として考慮

※連系承諾済み案件 4.6万kW含む

４，５月は，毎年山間部の融雪

により出水が多くなる

p 8
STEP3：検討断面における出力の想定：地熱・バイオ

地熱地熱地熱地熱

供給力（万kW） ２０．０

設備容量（万kW） ３１．０

利用率（％） ６４．６

設備一覧［受電分］（万ｋW）設備一覧［受電分］（万ｋW）設備一覧［受電分］（万ｋW）設備一覧［受電分］（万ｋW）

自

社

葛根田 ：８．０

上の岱 ：２．９

澄川 ：５．０

柳津西山 ：６．５

他

社

松川 ：２．３

鬼首 ：１．５

連系承諾済み：４．８

バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス

供給力（万kW） １８．４

設備容量（万kW） ６９．８

利用率（％） ２６．４

設備一覧［受電分］（万ｋW）設備一覧［受電分］（万ｋW）設備一覧［受電分］（万ｋW）設備一覧［受電分］（万ｋW）

他

社

１４件 ： ４．０

連系承諾済み ：６５．８

バイオマスの利用率は至近実績により想定

（至近３ヵ年の平均値）
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STEP4：検討断面における再エネ出力の想定

風力発電の導入想定量は，当社が受付可能量として公表して

いる200万ｋWとする

需要実績を使用する2013年度については，48万ｋW程度の

風力発電設備の発電実績を蓄積

実績データから出力を想定する

データ サイト数 設備容量（万ｋＷ） 期間データ サイト数 設備容量（万ｋＷ） 期間データ サイト数 設備容量（万ｋＷ） 期間データ サイト数 設備容量（万ｋＷ） 期間

既連系の風力 25サイト
※

４８．４
※

2013年4月

～2014年3月

※2014年3月末値 （2013年４月～11月：24サイト，48.2万ｋＷ）

p 10
STEP4：検討断面における再エネ出力の想定

連系済みの太陽光発電の大部分は，低圧および高圧であり，

発電出力の把握が困難（発電実績による想定は不可）

国の補助事業「分散型新エネルギー大量導入促進系統安定

対策事業」（PV300）において測定した当社管内26個所

の観測点における2013年度の日射量実績から発電出力を

想定する

青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 新潟青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 新潟青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 新潟青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 新潟

個所数 ４ ４ ３ ３ ３ ４ ５

PV３００における当社管内の県別観測個所数

 

●観測個所
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STEP4：検討断面における再エネ出力の想定

日射量実績の県別平均値からエリア全体のPV出力を想定 － ある1日の出力想定例

青森 岩手 秋田 宮城

山形 福島 新潟

201４年９月末の各県別

の連系申込量の比率により

重み付けをして合算

東北エリアの東北エリアの東北エリアの東北エリアの

合計想定出力合計想定出力合計想定出力合計想定出力

※365日分の波形

を作成
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STEP4：検討断面における再エネ出力の想定

風力・太陽光の出力特性は季節によって異なる ⇒ 月別に想定する

風力と太陽光の出力が最大となる時間は一致しないことも想定される

⇒ 風力と太陽光の合計出力を用い，再エネ発電出力を想定する

《風力・太陽光の定格出力に対する出力割合》

晴れ晴れ晴れ晴れ

曇り・雨曇り・雨曇り・雨曇り・雨

晴れ晴れ晴れ晴れ

曇り・雨曇り・雨曇り・雨曇り・雨

東北地域で太陽光の出

力が12時に最大となる

ため，12時の太陽光出

力によりパターン分け

平均値以上：晴れ

平均値以下：曇り・雨

１ 5 10 15 20 25 30 １ 5 10 15 20 25 30 １ 5 10 15 20 25 30 １ 5 10 15 20 25 30 

１１１１ 5 10 15 20 25 30   [日] 5 10 15 20 25 30   [日] 5 10 15 20 25 30   [日] 5 10 15 20 25 30   [日] 
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STEP4：検討断面における再エネ出力の想定

晴れパターン：風力・太陽光発電の合計出力の月毎・時間毎の２σ相当値を採用

データ数は28～31点であるため，２番目に大きい値を２σ相当値として採用

出水で余剰が多くなる５月では，２σ相当値に近い出力が10日程度発生

曇り・雨パターン：風力・太陽光発電の合計出力の月毎・時間毎の平均値を採用

《風力200万kW，太陽光552万kW時の再エネ合計出力想定》

晴れと想定晴れと想定晴れと想定晴れと想定曇り・雨と想定曇り・雨と想定曇り・雨と想定曇り・雨と想定

１１１１ 5 10 15         20 25 30 [日]5 10 15         20 25 30 [日]5 10 15         20 25 30 [日]5 10 15         20 25 30 [日]

１１１１ 5 10 15         20 25 30 [日]5 10 15         20 25 30 [日]5 10 15         20 25 30 [日]5 10 15         20 25 30 [日]

２σの採用で

特異日を排除

曇り・雨の日でも平均

を上回る場合あり
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STEP4：検討断面における再エネ出力の想定

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

風力

最大

79.3 80.5 34.3 47.7 58.1 71.7 81.4 81.5 84.3 83.3 79.4 83.4

風力

２σ
※

73.4 69.6 27.3 46.4 52.0 45.2 79.5 71.5 80.2 82.8 75.4 81.4

太陽光

最大

90.6 97.9 95.7 84.8 86.0 80.6 64.2 55.8 40.5 50.5 67.0 84.7

太陽光

２σ
※

87.0 96.6 94.1 81.9 85.1 78.8 62.4 53.9 38.4 48.0 61.6 80.1

合成

最大

79.7 73.0 70.8 63.2 76.8 69.3 54.9 46.5 45.9 57.3 59.2 79.1

合成

２σ
※

78.2 72.7 70.8 61.9 65.7 60.1 49.3 44.5 45.0 50.5 57.3 70.3

合成

平均

53.9 55.0 48.5 35.4 49.6 41.2 30.0 32.4 30.4 38.8 41.9 46.1

《風力200万kW，太陽光552万kW時の定格出力に対する割合（％）》

※毎日の最大値の２σ値
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STEP5：火力の出力想定

火力発電については，再エネを含めた需給変動を調整する観点から，下記の点を考

慮し，安定供給に支障のない範囲で最低減必要な出力まで抑制（または停止）する

ピーク時予備力８％を確保するのに必要な火力ユニットを並列

安定供給に必要な調整力として下げ代・上げ代ともに需要の２％のLFC容量を確保

LNGの最低消費制約を考慮

最低出力の運転制約を考慮

最高出力

（100%）

高負荷帯

中負荷帯

低負荷帯

最低負荷帯

最高負荷帯

LFC上限

最低出力

LFC下限

LFC帯

LFC運転

が可能な

出力範囲

停止

（出力0%）

①①

②

需要の軽い深夜には，DSS機以外の発電機は，

機械的に問題ない範囲の最低出力までしか出力

が低下ができない（①）

DSS機：１日の中で起動停止が可能なよう特別

な対策を行った火力発電機

さらに，最低負荷帯では，出力変動させるとボ

イラーなどの安定運用に支障が生じるため，出

力を小刻みに動かすLFC運転はできない

⇒ ＬＦＣ運転の火力機はLFC帯（①＋②）

まで出力を上昇させる必要がある

※ ＬＦＣ（Load Frequency Control）：数十分程度の短い時間の中で需給バ

ランスが崩れた場合に火力等の出力を自動制御をするもの

※ ＤＳＳ（Daily Start and Stop）機：１日の中で起動・停止が可能な火力機
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STEP5：火力の出力想定

※１ BOG制約により東新潟火力については，最低出力合計

７０万ｋW以上。

※２ 広域火力は受電量を全て共同開発した会社が受電する

ことが可能と想定

＜最小需要断面（５月１２日）１３時における火力ユニット想定＞

３要素の合計で

出力を想定

燃種 所名 号機

定格出力

（万ｋＷ）

想定出力

（万ｋＷ）

最低出力

（万ｋＷ）

ＬＦＣ下限

（万ｋＷ）

ＬＦＣ容量

（万ｋＷ）

自

社

火

力

石油 全機停止 １５５ ０

石炭 全機停止 ２２５．３ ０

ＬＮＧ

（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾅﾙ）

東新潟

２Ｔ ６０ ３２ ２８
※１

４

港１T ３５ １９ １７
※１

２

その他停止機 １２０ ０

ＬＮＧ

（ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ）

新仙台 3－1系 ４９ ２７ ２４．５ ２．５

東新潟

3－1系 ６０．５ ２３ ２０
※１

３

4－1系 ８２．６ ２４ ２０
※１

４

その他停止機 ２９４ ０

他

社

石油 全機停止 ４．４ ０

石炭 全機停止
※２

２７３．５ ０

合計 １３５９．３ １２５ １０９．５ １５．５
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（参考：火力の出力調整範囲）

燃種 所名 号機

定格

出力

最低

出力

ＬＦＣ

下限

石油 八戸 ３Ｔ ２５ ５ １６

秋田 ２Ｔ ３５ ６ １７．５

３Ｔ ３５ １４ １９

４Ｔ ６０ ９ ２６

石炭 能代 １Ｔ ６０ ２１ ３０

２Ｔ ６０ １８ ３０

原町

※

１Ｔ ５2.7 １５ ２０

２Ｔ ５2.6 １７．５ １７．５

※広域火力のため，当社受電分のみ記載

燃種 所名 号機 定格出力 最低出力 LFC下限

ＬＮＧ

(ｺﾝﾍﾞﾝ

ｼｮﾅﾙ)

新潟 ４Ｔ ２５ ５ １７

東新潟 １Ｔ ６０ ９ ２８

２Ｔ ６０ １７ ２８

港１Ｔ ３５ ６ １７

港２Ｔ ３５ ６ １７

ＬＮＧ

(ｺﾝﾊﾞｲ

ﾝﾄﾞ)

八戸 ５Ｔ ４１．６ ２５ ２５

仙台 ４Ｔ ４４．６ ２２．３ ２２．３

新仙台 3－1系 ４９ ２４．５ ２４．５

3－2系 ４９ ２４．５ ２４．５

新潟 ５系 １０．９ ８．３４ ８．３４

東新潟 3－1系 ６０．５ １２ ２０

3－2系 ６０．５ １２ ２０

4－1系 ８２．６ ２０ ２０

4－2系 ８７．４ ２０ ２０

<<自社火力>>

【単位：万ｋＷ】

p 18
（参考：火力の出力調整範囲）

燃種 所名 号機 域内

当社受電

最大

当社受電

最小

当社受電

ＬＦＣ下限

石油 北沼 ○ ４．４ ０ －

石炭 相馬共同

※

１Ｔ ○ ４７ １４．５ ２２

２Ｔ ○ ４７ １４．５ １７

常磐共同

※

７Ｔ ○ １１．９ ５．９ －

８Ｔ
１台

域内

２８．２ ９．１ ２１．１

９Ｔ ２８．２ ９．１ ２１．１

酒田共同 １Ｔ ○ ３３ １２．７ －

２Ｔ ○ ３３ １１．８ １５．９

磯子※

（電発）

１Ｔ ９．４ ２．７ －

２Ｔ ８．８ ３．２ －

新日鐵釜石 ○ １３．６ ５．４ －

糸魚川 ○ １３．４ ５．４ －

<<他社火力>>

※広域火力 【単位：万ｋＷ】
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STEP5：揚水運転の出力想定

通常は，需要の少ない夜間の電力で揚水運転を行い，需要の多い昼間に発電するが，昼間に揚

水運転を行うことで，太陽光発電の余剰電力を吸収する。ただし，以下の点に留意が必要。

半年以上の長期点検やトラブルリスクも考慮し，全３台中２台
（※３）

運転を前提とした揚

水動力46万ｋWを考慮

第二沼沢発電所においては，下池
（※１）

の濁度の制約により揚水運転できない場合もあり，

リスクを考慮する必要あり ※１ 下池は一般的なダム式水力と同じ構造

上池の容量には比較的余裕があるため，必ずしも，揚水した分をその日のうちに発電し，

翌日に備える必要はなく，需給状況を見ながら，極力上池の水位を下げるように運用

揚水発電所揚水発電所揚水発電所揚水発電所

発電出力発電出力発電出力発電出力

（万ｋＷ）（万ｋＷ）（万ｋＷ）（万ｋＷ）

揚水動力揚水動力揚水動力揚水動力

（万ｋＷ）（万ｋＷ）（万ｋＷ）（万ｋＷ）

揚水可能量揚水可能量揚水可能量揚水可能量
※２※２※２※２

（万ｋＷｈ）（万ｋＷｈ）（万ｋＷｈ）（万ｋＷｈ）

第二

沼沢

１ ２３ ２３
３，４１３

[７４時間分]
２ ２３ ２３

池尻川 （０．２３４
※３

） （０．２３４
※３

） （０．５５３）

下郷（電発） ２５ ２５

３３５

[13時間分］

合計 ７１ ７１ ３，７４８

※２ 揚水可能量：揚水動力換算値

※３ 池尻川は，農業用水の調整が中心の池運用となるため，需給バランスには計上できない
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将来断面における地域間連系線の活用については、再エネ余剰電力の発生時期・

量や他の連系線利用を確定できないことから，現時点において，将来の活用量を

確定できない。

一方，実需給に近づくにつれて，必要な予備力を十分に確保できる見通しがある

場合には，長期断面で確保しているマージンの一部を開放しており，実運用断面

では一定の活用を見込むことは可能と評価できる。

このため，再エネを最大限接続する観点から，風力実証試験で計画していた24万

kWを昼間帯にも活用することを見込み，接続可能量の算定条件として予め織込む。

STEP5：連系線の活用（予め織込む追加オプション）

マージン開放による相馬双葉幹線の空容量増加イメージ（万kW）

運用容量

570

マージン

90

空容量10

長期断面

（10年度目）

短期断面

（翌日計画など）

計画潮流

見込み量

470

空容量55

計画潮流

見込み量

470

マージン45

予備力が十分に確保

できる見通しがある

場合，瞬動予備力相

当の45万kWを残し

てマージンを開放

空容量拡大 45

実運用段階で拡大した空

容量の内，24万kWを

活用
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21
需給バランスのイメージ（最小需要断面）

STEP1～STEP5に基づき，需給バランス（365日×24点）を作成し，

太陽光発電の導入量をパラメータとして評価

＜最小需要断面（2013年5月12日）における需給バランス＞

風力：200万kW

太陽光：552万kW

p

太陽光発電を複数のグループに分けて，必要なグループ数だけ出力を抑制

22
グループ分けによる出力抑制イメージ

＜グループ分けなし＞

下げ代不足時，全て全て全て全てのＰＶ出力を抑制

＜グループ分けあり＞

グループ分けして管理し，下げ代不足時に

は，必要なグループ数だけ必要なグループ数だけ必要なグループ数だけ必要なグループ数だけＰＶを停止

停止したグループの発電所のみ抑制日数

１日としてカウント

⇒年間で抑制できる延べ日数を増やせる

抑制の延べ日数と，各発電所の抑制

日数は同じになる
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23
グループ分けによる出力抑制イメージ

再エネ出力合計

抑制対象の太陽光を

複数のグループに分割

抑制後抑制後抑制後抑制後再エネ出力合計

必要なグループのみ

停止

太陽光（抑制対象）

太陽光（500kW未満）

風力

p
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太陽光 風力 水力 火力最低出力 地熱等 原子力

ベース供給力

581万kW

需要

揚水動力：46万kW

原子力:235万kW

火力:125万kW

水力:183万kW

地熱：20万kW

バイオマス：18万kW

風力

太陽光

太陽光・風力

536万ｋＷ

需要

791万kW

[万kW］

出力抑制出力抑制出力抑制出力抑制

269万kW269万kW269万kW269万kW

融通:24万kW

余剰が生じる場合には，太陽光発電を複数のグループに分けて，必要な

グループだけ出力抑制

24
需給バランスのイメージ（出力抑制後）

＜最小需要断面（2013年5月12日）における需給バランス（出力抑制後）＞

風力：200万kW

太陽光：552万kW
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需給バランスのイメージ（最小需要断面）

＜最小需要断面（2013年5月12日13時）における需給バランス（出力抑制後）＞

供給力

（万ｋW）

原子力 ２３４．９

火力 １３７．９

再エネ ７５７．３

（内訳）水力 １８２．７

地熱 ２０．０

バイオ １８．４

太陽光 ５１７．０

風力 １９．２

揚水 ▲４６．０

融通（連系線活用） ▲２４．０

出力抑制 ▲２６９．４

合計 ７９０．７

最低需要（万ｋW） ７９０．７

１グループあたり40万kW

に分けて，グループ単位で

出力抑制

⇒抑制後の供給力と需要の差

（12.9万kW）は火力で調整火力で調整火力で調整火力で調整
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需給バランスのイメージ（ピーク断面との比較）

＜2013年5月12日の13時，２０時（ピーク需要断面）の需給バランス比較＞

１３時 ２０時 ２０時予備力

供給力

（万ｋW）

原子力 ２３４．９ ２３４．９ －

火力 １３７．９ ２４８．４ －

（内訳）ＬＮＧ

（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾅﾙ）
東新潟

２Ｔ ３４．０ ３４．０ ２６．０

港１Ｔ ２１．０ １９．０ １６．０

ＬＮＧ

（ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ）

仙台 ４Ｔ ０．０ ２２．９ ２１．７

新仙台 ３－１系 ２９．０ ４０．０ ９．０

東新潟

３－１系 ２５．０ ５６．０ ４．５

４－１系 ２８．９ ７６．５ ６．１

再エネ ７５７．３ ４１３．０ －

（内訳）水力 １８２．７ ２３５．３ －

地熱 ２０．０ ２０．０ －

バイオ １８．４ １８．４ －

太陽光 ５１７．０ ０．０ －

風力 １９．２ １３９．３ －

揚水 ▲４６．０ ０．０ ４６．０

融通 ▲２４．０ ０．０ －

出力抑制 ▲２６９．４ ０．０ －

合計 ７９０．７ ８９６．３ １２９．３

需要（万ｋW） ７９０．７ ８９６．３ －
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太陽光発電の接続可能量

風力導入見込量（万kW）：（ａ） ２００

太陽光接続可能量（万kW）：（ｂ） ５５２

合成２σ出力（万kW） ５４７

合成最大出力（万kW） ５４９

昼間最低負荷（万kW）※：（ｃ） ７９１

（ａ）／（ｃ）（％） ２５．３

（ｂ）／（ｃ）（％） ６９．８

※ 晴天日の太陽光発電ピーク時間帯最低需要
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太陽光の拡大方策と拡大量

No 条件 連系可能量 拡大量No 条件 連系可能量 拡大量No 条件 連系可能量 拡大量No 条件 連系可能量 拡大量

基本

現行制度（３０日の出力抑制）

（延べ抑制日数：９２日，延べ抑制時間：４３１時間）

５５２万ｋW －

①－１ 最大60日での出力抑制 ５５２万ｋW 効果なし
※1

①－２ 〃（既承諾分も含めて抑制
※2

） ７１６万ｋW １６４万ｋW

②－１ 時間単位での出力抑制 ５５２万ｋW 効果なし
※1

②－２ 〃（既承諾の特別高圧も含めて抑制
※2

） ６３５万ｋW ８３万ｋW

③ 全太陽光の30日出力抑制ケース（新規の500kW未満を抑制） ５５２万ｋW 効果なし
※1

④ 〃 （既承諾の500kW未満も含め全て抑制
※2

） ５９１万ｋW ３９万ｋW

⑤－１

連系線の活用（２４万ｋW：現行制度での活用，

連系可能量に織り込み済み）

（５５２万ｋＷ） ４８万ｋＷ

⑤－２ 連系線の活用（２０万ｋW：振替供給電源の差替含む） ５９４万ｋW ４２万ｋW

参考 太陽光の出力抑制を行わない場合 １９４万ｋW －

※1：既承諾分で，延べ抑制日数・時間が３０日，３６０時間を超過したため効果なし

※2：既承諾分を連系するための，拡大策のアイディアとして追加オプションも検討

基本ケースの接続可能量は，連系確定分（５８４万ｋＷ）を下回る結果となったが，この場合で

も，連系確定分は全て現行制度にもとづき連系を承諾する。なお，運用断面での空容量を活用す

る等により，極力出力抑制日数を３０日以内に留めるように努力する。
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蓄電池活用による太陽光の拡大方策と拡大量

No 条件 連系可能量 拡大量No 条件 連系可能量 拡大量No 条件 連系可能量 拡大量No 条件 連系可能量 拡大量

基本

現行制度（３０日の出力抑制）

（延べ抑制日数：９２日，延べ抑制時間：４３１時間）

５５２万ｋW －

① 事業者側に太陽光発電1kWあたり、1kWh分の蓄電池を設置 ５５２万ｋW 効果なし
※1

② 事業者側に太陽光発電1kWあたり、5kWh分の蓄電池を設置 ５５２万ｋW 効果なし
※1

③ 系統側に太陽光発電1kWあたり、5kWh分の蓄電池を設置 ７８１万ｋW

２２９万ｋW
※２

（22,900万kWh）

④ 系統側に5万kW－5万kWhの蓄電池を設置 ５５８万ｋW

６万ｋW

（４７万kWh）

⑤ 系統側に25万kW－25万kWhの蓄電池設置 ５８３万ｋW

３１万ｋＷ

（２７８万kWh）

※1：既承諾分で，延べ抑制日数が３０日を超過したため効果なし

※２：２２９万kW－１，１４５万KWhの蓄電池を設置

（ ）内は年間充放電ロス分

p 30
実績に基づき試算した出力抑制日数

抑制日数抑制日数抑制日数抑制日数

（日）（日）（日）（日）

太陽光・風力太陽光・風力太陽光・風力太陽光・風力

抑制電力量抑制電力量抑制電力量抑制電力量

（万ｋWｈ）（万ｋWｈ）（万ｋWｈ）（万ｋWｈ）

太陽光・風力太陽光・風力太陽光・風力太陽光・風力

発電電力量発電電力量発電電力量発電電力量

（万ｋＷｈ）（万ｋＷｈ）（万ｋＷｈ）（万ｋＷｈ）

抑制率抑制率抑制率抑制率

（％）（％）（％）（％）

2011年度 ２９ ６９，２０７ １，１５１，０１９ ６．０

2012年度 １７ ４２，５５６ １，１７８，０９５ ３．６

2013年度 ２０ ５２，１０２ １，１４２，１１８ ４．６

• 太陽光と風力発電の出力を実績需要に重ねた場合の出力抑制日数

連系可能量算定時の１発電所あたりの抑制日数が３０日であるの

に対して，１７～２９日との結果になった。

ただし，事後的にみた評価であり，需要および太陽光・風力の予

測誤差が全くない場合の推定抑制日数と同じであることに留意す

る必要あり。

《太陽光５５２万ｋW，風力２００万ｋW連系時》
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拡大策のアイディアと課題（１／２）

１．既承諾分も含め，出力抑制頻度を時間管理に見直し（②－２）

(1) 対策の概要

既承諾分を含め，特別高圧連系設備の出力抑制に時間管理を適用

実効性のある出力抑制を確保するため，各発電所に情報伝送装置を

設置し，オンライン出力抑制を実施

(2) 接続可能量の見通し

６３５万ｋW（基本ケースに対して８３万ｋW増）

(3) 課題

既承諾分の情報伝送装置の費用負担（新規分は連系要件化）

当社では，連系承諾時に『将来的に発電者の負担で情報伝送装置

を設置いただく場合があること』を連系の条件として提示してい

るが，遡及的な措置になるため制度的な後押しが必要

オンライン制御の条件整備に数千万円を要する可能性があるため，

既承諾案件の事業性への影響を勘案し，特高案件だけに適用

p 32
拡大策のアイディアと課題（２／２）

２．振替供給電源の出力抑制による連系線利用の差替（⑤－２）

(1)対策の概要

第９回制度設計WGで提示された『論点４：余剰電力発生時の緊急的

な広域融通の在り方』の考え方を適用

エリア内の優先給電ルールを振替供給電源に適用することに相当

(2) 接続可能量の見通し

５９４万ｋW（連系線２０万ｋＷ活用で４２万ｋW増）

(3) 課題

再エネと振替供給電源との差替えに伴う追加費用の扱い負担

(4) 対策(例)

⇒ 再エネ受電会社において余剰が発生した場合は，振替供給電源の

出力を抑制した上で，当該余剰分を再エネ受電会社の回避可能費

用相当で，振替供給電源の受電会社に対して融通送電

融通受電会社において振替供給電源を出力抑制し，融通受電する

ことにより生じる追加費用については，サーチャージなどで補償
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今後の課題

（１）風力発電の出力抑制の取扱い

風力発電の場合，一律の部分抑制が適しているのではないか

地域によって風況が異なるため，グループ分けの効果は不明

大規模な事業者が多いため，部分抑制の対応が比較的容易

オンライン部分抑制の方が，抑制量の極小化が可能

風力事業者も停止でなく部分抑制を希望（機器保守面の理由）

（２）火力発電のユニットコミットメント見直しの影響

最低出力を優先したユニット選定（石炭→LNG）によるコスト増加

ベース電源の燃料費がLNG火力となるため，発電単価が上昇し，

国民負担の増加につながるが，国民負担の軽減と再エネの最大導

入を同時実現する方策として適切なのか

ベース電源の運転台数減少（DSS火力の最大限の活用）による発電

機追従能力の低下

ベース電源の台数が少ない場合，再エネの出力予測が大きく外れ

ると，DSSの起動が間に合わず，周波数低下に繋がる懸念
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平成 ２７年 １月 ３０日

東 北 電 力 株 式 会 社

再エネ特措法施行規則の一部改正に伴う

系統連系申込みに係る手続きの見直しについて

資 料 ３

p 2

太陽光発電設備の系統連系申込みに対する回答再開

経済産業省が平成26年12月18日に公表した「再生可能エネルギーの最大限導入に

向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」を踏まえ，平成27年1月26日に

再エネ特措法施行規則の一部を改正する省令（以下，改正省令改正省令改正省令改正省令）が施行されました。

また，当社では，太陽光発電設備の当社系統への連系確定量(584万kW
(※1)

)が接続

可能量(552万kW)を既に超過しているため，平成26年12月22日に，太陽光発電設備

について，経済産業大臣から，固定価格買取制度にもとづく『『『『指定電気事業者指定電気事業者指定電気事業者指定電気事業者

(※2)

』』』』の指定を受けました。

平成26年10月1日以降に受付した太陽光発電設備(特別高圧および高圧連系)の系統

連系申込みについて，平成27年1月26日以降，技術検討等を終えた案件から順次回回回回

答答答答をををを再開再開再開再開
(※3)

させて頂くとともに，改正省令に則り，再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー発電設備発電設備発電設備発電設備

のののの系統連系申込系統連系申込系統連系申込系統連系申込みにみにみにみに係係係係わるわるわるわる手続手続手続手続きについてきについてきについてきについて見直見直見直見直しをはかるしをはかるしをはかるしをはかることといたしました。

※1 平成26年11月末現在

※2 指定電気事業者とは，接続申込量が接続可能量を超過した場合には，年間30日を超えて無補償の出力制御を受ける可能性

があることを前提に接続することを可能とするよう経済産業大臣から指定された一般電気事業者のこと。

※3 水力・地熱・バイオマス発電設備は，平成26年12月18日以降，技術検討を終えた案件から順次回答を再開しております。
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系統連系申込みの手続きに係る新ルールの概要(１)

■■■■ 出力制御対象出力制御対象出力制御対象出力制御対象のののの見直見直見直見直しししし，「30，「30，「30，「30日日日日ルールルールルールルール」」」」のののの時間制時間制時間制時間制へのへのへのへの移行移行移行移行

発 電 種 別 新発 電 種 別 新発 電 種 別 新発 電 種 別 新 ル ー ルル ー ルル ー ルル ー ル 旧旧旧旧 ル ー ルル ー ルル ー ルル ー ル

太陽光太陽光太陽光太陽光

500kW以上

出力制御対象
(※4)

(指定電気事業者制度により，

年間360時間を超えてもなお無補償)

出力制御対象

(年間30日まで無補償)

500kW未満 出力制御対象外

風 力風 力風 力風 力

500kW以上

出力制御対象

(年間720時間まで無補償)

出力制御対象

(年間30日まで無補償)

20kW以上500kW未満 出力制御対象外

20kW未満 当分の間，出力制御対象外 出力制御対象外

バイオバイオバイオバイオ

マ スマ スマ スマ ス

① 地域型バイオマス
(※5)

必要時には出力制御を実施

出力制御順序は③→②→①

火力発電と同等の出力制御② バイオマス専焼発電

③ 化石燃料混焼発電

水 力水 力水 力水 力・・・・地 熱地 熱地 熱地 熱 出力制御対象外 出力制御対象外

※4 10kW未満の太陽光発電設備（主に住宅用）に対しては，平成27年3月31日まで経過措置を設けます。

※5 燃料貯蔵の困難性，技術的制約等により出力制御が困難な場合は，出力制御の対象外といたします。

p 4

系統連系申込みの手続きに係る新ルールの概要(２)

■■■■ 遠隔出力制御遠隔出力制御遠隔出力制御遠隔出力制御システムのシステムのシステムのシステムの導入導入導入導入

前ページのような時間単位のきめ細かな出力制御を実現するため，出力

制御の対象となる太陽光・風力発電設備については，遠隔出力制御が可

能なパワーコンディショナー等の導入が必要となります。

ただし，このような遠隔出力制御システムの構築には一定の時間を要す

ることから，当分の間，「改正省令にもとづき，出力制御を行うために

必要な機器の設置，費用負担，その他必要な措置を事業者さまに求める

場合には，その求めに応じていただくこと」を条件に，系統連系申込み

を承諾することといたします。
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系統連系申込みの手続きに係る新ルールの概要(３)

■■■■ 接続枠接続枠接続枠接続枠のののの空押空押空押空押さえさえさえさえ防止防止防止防止

これまで，熟度が低い案件や事業化の意思がない案件であっても，正式

な接続契約や工事費負担金の入金前に接続枠を確保できる場合があるた

め，接続枠を確保したまま事業化に至らず，接続枠の空押さえとなる案

件が存在していました。

こうした「接続枠の空押さえ」に対処するため，接続枠の確保を接続契

約
※6

時点とすることとした上で，当該契約の締結にあたり，発電事業者

さまが「工事費負担金を接続契約締結後１か月以内に支払わない場合」

や「契約上の予定日までに運転開始に至らない場合」には電力会社が接

続枠を解除できることとなりました。

※6 接続契約とは，連系承諾と工事費負担金の支払いを内容とする契約をいい，当社は，連系承諾と工事費負担金の

支払い等を記載した「接続契約のご案内」を発電事業者さまへ発行･送付することで締結とさせて頂きます。
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系統連系申込みに係る手続きの見直し

■■■■ 見直見直見直見直しししし後後後後のののの手続手続手続手続きききき
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接続検討結果の回答を待たずに

系統連系申込みをすることも可能です

■■■■ これまでのこれまでのこれまでのこれまでの手続手続手続手続きききき
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給

協

定

書

の

締

結

連

系

開

始

事

業

性

判

断

連

系

承

諾

連

系

承

諾

書

の

受

領

調達価格決定の基準

調達価格決定の基準

3ヶ月(500kW未満2ヶ月)以内 1ヶ月以内

3ヶ月(500kW未満2ヶ月)以内

接続検討結果の回答を待って

系統連系申込みをすることも可能です

特別高圧連系

高 圧 連 系

「意思表明書」を

ご提出頂きます。

(注)接続契約とは，連系承諾と工事費負担金の支払いを内容とする契約を

いい，当社は，連系承諾と工事費負担金の支払い等を記載した「接続

契約のご案内」を発電事業者さまへ発行･送付することで締結とさせ

て頂きます。

系統連系申込系統連系申込系統連系申込系統連系申込みにあたりみにあたりみにあたりみにあたり，，，，国国国国のののの設備認定書(写)設備認定書(写)設備認定書(写)設備認定書(写)をををを確認確認確認確認させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

発電事業者さまの

手続き

東北電力の手続き

両者共通の手続き
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平成26年度調達価格の適用について

■■■■ 必要必要必要必要なななな手続手続手続手続きききき

平成27年3月31日平成27年3月31日平成27年3月31日平成27年3月31日までにまでにまでにまでに発電事業者発電事業者発電事業者発電事業者さまからさまからさまからさまから当社当社当社当社へへへへ系統連系申込系統連系申込系統連系申込系統連系申込みをしてみをしてみをしてみをして頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

（（（（接続検討結果接続検討結果接続検討結果接続検討結果のののの回答回答回答回答をををを待待待待たずたずたずたず，，，，系統連系申込系統連系申込系統連系申込系統連系申込みがみがみがみが可能可能可能可能ですですですです））））

平成26年度調達価格を適用するための要件は次のとおりです。

(すべての再生可能エネルギー発電設備について共通)

◆平成26年度中に発電事業者さまにて国の設備認定を取得して頂くこと。

平成27年平成27年平成27年平成27年１１１１月30日月30日月30日月30日までにまでにまでにまでに設備認定申請設備認定申請設備認定申請設備認定申請がががが必要必要必要必要です。詳細は国のホームページ等をご確認下さい。

◆平成26年度中に発電事業者さまから当社へ系統連系申込みをして頂くこと。

平成26年度平成26年度平成26年度平成26年度はははは「「「「告示告示告示告示にににに規定規定規定規定するするするする接続申込書接続申込書接続申込書接続申込書」」」」ではなくではなくではなくではなく，，，，平成27年3月31日平成27年3月31日平成27年3月31日平成27年3月31日までにまでにまでにまでに当社当社当社当社へへへへ「「「「系統連系申込書系統連系申込書系統連系申込書系統連系申込書」」」」およびおよびおよびおよび

必要書類一式必要書類一式必要書類一式必要書類一式をごをごをごをご提出頂提出頂提出頂提出頂きますきますきますきます。。。。なお，平成27年3月31日までに系統連系申込みに係る必要書類がすべて揃わない

場合には，平成26年度調達価格を適用することができませんので，ご注意下さい。

設

備

認

定

の

申

請

受

付(

必

要

書

類

確

認)系

統

連

系

申

込

み

系

統

ア

ク

セ

ス

検

討

申

込

み

接

続

検

討

接

続

検

討

結

果

の

回

答

事

業

性

判

断

(

意

思

確

認

)

接

続

検

討

結

果

の

受

領

意

思

確

認

結

果

の

受

領

受

付

(

必

要

書

類

確

認)

接

続

検

討

・

工

事

設

計

工

事

費

負

担

金

の

算

出

(注)接続契約とは，連系承諾と工事費負担金の支払いを内容とする契約を

いい，当社は，連系承諾と工事費負担金の支払い等を記載した「接続

契約のご案内」を発電事業者さまへ発行･送付することで締結とさせ

て頂きます。

系統連系申込系統連系申込系統連系申込系統連系申込みにあたりみにあたりみにあたりみにあたり，，，，国国国国のののの設備認定書(写)設備認定書(写)設備認定書(写)設備認定書(写)をををを確認確認確認確認させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。

発電事業者さまの

手続き

東北電力の手続き

両者共通の手続き

「

接

続

契

約

の

ご

案

内

」

の

発

行･

送

付

（

接

続

契

約

の

締

結(

注)
)

工

事

費

負

担

金

の

お

支

払

い

系

統

連

系

工

事

の

実

施

受

給

契

約

の

締

結

・

給

電

申

合

書

ま

た

は

受

給

協

定

書

の

締

結

連

系

開

始

平成27年1月30日平成27年1月30日平成27年1月30日平成27年1月30日までにまでにまでにまでに発電事業者発電事業者発電事業者発電事業者さまにてさまにてさまにてさまにて国国国国へへへへ

設備認定申請設備認定申請設備認定申請設備認定申請をしてをしてをしてをして頂頂頂頂くくくく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。
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新ルールの適用の考え方(太陽光発電設備)

新新新新ルールルールルールルール

系統連系申込系統連系申込系統連系申込系統連系申込みみみみ受付日受付日受付日受付日

26年9月以前 26年10月1日26年9月以前 26年10月1日26年9月以前 26年10月1日26年9月以前 26年10月1日～27～27～27～27年1月25日 27年1月26日以降年1月25日 27年1月26日以降年1月25日 27年1月26日以降年1月25日 27年1月26日以降

出力制御

対象の

見直し

特別高圧

高 圧

低 圧

遠隔

出力制御

システム

の導入

特別高圧

高 圧

低 圧

接続枠の

空押さえ

防止

特別高圧

高 圧

低 圧

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※7)(※7)(※7)(※7)

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※8,※9)(※8,※9)(※8,※9)(※8,※9)

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※9,※10)(※9,※10)(※9,※10)(※9,※10)

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※11)(※11)(※11)(※11)

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

※7 500kW以上の場合年間30日まで無補償

※8 年間360時間を超えても無補償

※9 出力10kW未満の場合は，平成27年3月31日まで経過措置を設け，旧ルールを適用いたします。

※10 遠隔出力制御システムについて，将来必要が生じた場合に機器の設置等を行うことを約していただきます。

※11 旧ルール,新ルールいずれの場合でも，国の設備認定が効力を失った場合には接続枠を解除する場合があります。

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

(出力制御対象外)(出力制御対象外)(出力制御対象外)(出力制御対象外)

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※8,※9)(※8,※9)(※8,※9)(※8,※9)

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※9,※10)(※9,※10)(※9,※10)(※9,※10)

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※11)(※11)(※11)(※11)

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用
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新ルールの適用の考え方(風力発電設備)

新新新新ルールルールルールルール

系統連系申込系統連系申込系統連系申込系統連系申込みみみみ受付日受付日受付日受付日

26年9月以前 26年10月1日26年9月以前 26年10月1日26年9月以前 26年10月1日26年9月以前 26年10月1日～27～27～27～27年1月25日 27年1月26日以降年1月25日 27年1月26日以降年1月25日 27年1月26日以降年1月25日 27年1月26日以降

出力制御

対象の

見直し

特別高圧

高 圧

低 圧

遠隔

出力制御

システム

の導入

特別高圧

高 圧

低 圧

接続枠の

空押さえ

防止

特別高圧

高 圧

低 圧

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※13,※14)(※13,※14)(※13,※14)(※13,※14)

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※15)(※15)(※15)(※15)

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

※12 当社の受付可能量(200万kW)に達するまでは，出力に係らず年間720時間まで無補償

※13 20kW未満の場合は，当分の間，旧ルールでのお取扱いを継続いたします。

※14 遠隔出力制御システムについて，将来必要が生じた場合に機器の設置等を行うことを約していただきます。

※15 旧ルール,新ルールいずれの場合でも，国の設備認定が効力を失った場合には接続枠を解除する場合があります。

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※13,※14)(※13,※14)(※13,※14)(※13,※14)

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

(500kW(500kW(500kW(500kW以上以上以上以上のののの場合年間30日場合年間30日場合年間30日場合年間30日までまでまでまで無補償)無補償)無補償)無補償)

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※12,※13)(※12,※13)(※12,※13)(※12,※13)

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

(出力制御対象外)(出力制御対象外)(出力制御対象外)(出力制御対象外)

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※12,※13)(※12,※13)(※12,※13)(※12,※13)
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新ルールの適用の考え方(水力・地熱発電設備)

新新新新ルールルールルールルール

系統連系申込系統連系申込系統連系申込系統連系申込みみみみ受付日受付日受付日受付日

26年9月以前 26年10月1日26年9月以前 26年10月1日26年9月以前 26年10月1日26年9月以前 26年10月1日～27～27～27～27年1月25日 27年1月26日以降年1月25日 27年1月26日以降年1月25日 27年1月26日以降年1月25日 27年1月26日以降

出力制御

対象の

見直し

特別高圧

高 圧

低 圧

遠隔

出力制御

システム

の導入

特別高圧

高 圧

低 圧

接続枠の

空押さえ

防止

特別高圧

高 圧

低 圧

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

(設置(設置(設置(設置をををを求求求求めない)めない)めない)めない)

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※16)(※16)(※16)(※16)

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

※16 旧ルール,新ルールいずれの場合でも，国の設備認定が効力を失った場合には接続枠を解除する場合があります。

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

(出力制御対象外)(出力制御対象外)(出力制御対象外)(出力制御対象外)

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

(出力制御対象外)(出力制御対象外)(出力制御対象外)(出力制御対象外)
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新ルールの適用の考え方(バイオマス発電設備)

新新新新ルールルールルールルール

系統連系申込系統連系申込系統連系申込系統連系申込みみみみ受付日受付日受付日受付日

26年9月以前 26年10月1日26年9月以前 26年10月1日26年9月以前 26年10月1日26年9月以前 26年10月1日～27～27～27～27年1月25日 27年1月26日以降年1月25日 27年1月26日以降年1月25日 27年1月26日以降年1月25日 27年1月26日以降

出力制御

対象の

見直し

特別高圧

高 圧

低 圧

遠隔

出力制御

システム

の導入

特別高圧

高 圧

低 圧

接続枠の

空押さえ

防止

特別高圧

高 圧

低 圧

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

旧旧旧旧ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※18)(※18)(※18)(※18)

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

※17 必要時には出力制御を実施していただきます。ただし，地域型バイオマスについて，燃料貯蔵の困難性，技術的制約等により

出力制御が困難な場合を除きます。

※18 旧ルール,新ルールいずれの場合でも，国の設備認定が効力を失った場合には接続枠を解除する場合があります。

改正省令施行後改正省令施行後改正省令施行後改正省令施行後にににに接続契約接続契約接続契約接続契約をををを締結締結締結締結するするするする案件案件案件案件はははは

新新新新ルールへルールへルールへルールへ移行移行移行移行することがすることがすることがすることが可能可能可能可能ですですですです

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

(※17)(※17)(※17)(※17)

新新新新ルールルールルールルール適用適用適用適用

(設置(設置(設置(設置をををを求求求求めない)めない)めない)めない)
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電力受給に関する契約要綱の一本化

これまで，太陽光発電設備の系統連系申込みは

『太陽光発電設備の系統連系および電力購入に関する契約要綱』等に

もとづき受付しておりました。

風力発電設備の系統連系申込みは『通常型風力発電系統連系受付要項』

および『出力変動緩和制御型（蓄電池等併設型）系統連系受付要項』等

にもとづき受付しておりました。

改正省令の施行に伴い，すべての再生可能エネルギー発電設備を対象と

した『再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱』

へ一本化します。

一本化により，風力発電設備の系統アクセス検討申込みにあたり受付要

件としていた様式の一部が不要となります。



様式 J-01 

平成  年  月  日 

東北電力株式会社 御中 

（申込者）住 所 

                        名 称 

                        代表者 

系 統 連 系 申 込 書系 統 連 系 申 込 書系 統 連 系 申 込 書系 統 連 系 申 込 書 

 

貴社の「発電設備系統連系サービス実施要綱」，「電気設備の技術基準の解釈」および「電力品質確保に係る系統連

系技術要件ガイドライン」を承認のうえ，以下により貴社電力系統への自家用発電設備の連系を申し込みいたします。 

また，電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下，「再エネ特措法」という。）に

基づく申込みで，以下のいずれかに該当する場合は，本申込みは撤回するものとし，本申込みにもとづく貴社との接続

契約が既に成立している場合であっても，当該接続契約等が貴社によって解除されることに同意いたします。 

・再エネ特措法第 6条にもとづき経済産業大臣から受けた設備認定の効力が失われた場合 

・再エネ特措法施行規則第 4条または第 6条に定める「正当な理由」のいずれかに該当することを貴社が判断した場合 

・貴社が算定した発電設備の系統連系に必要な費用を貴社の定める支払期日までに支払わない場合 

また，本申込みに関して，貴社が以下のとおり取扱うこともあわせて同意いたします。 

・接続検討の回答が完了した後に，貴社が定める「意思表明書」を提出することにより，本申込みに係る手続きを進め

る意思を表明すること 

・上記の意思表明の行為を以って，貴社が，発電設備の連系に係る申込みの順位とすること 

・本申込みを撤回した場合，本申込みの内容の検討に要した費用等を貴社に支払うこと 

・特段の理由がないのに受電開始希望日を経過してもなお当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気

の供給を開始しない場合（ただし，特段の理由があると貴社が認めた場合を除きます）に，貴社が当該接続に係る契

約を解除できること 

・電気需給契約に係る「電気使用申込書」等の提出がなされるまでは，本申込みを貴社が受付した場合でも，再エネ特

措法第 5条第 1項の接続に係る契約の申込みの内容を充足しないとして貴社が取扱うこと 

発 電 場 所  

連 系 地 点  

申 込 内 容 

 現  在 今  回 

連系 

容量 

常用発電設備  ｋW  ｋW 

非常用発電設備  ｋW  ｋW 

計  ｋW  ｋW 

アンシラリーサービス契約容量  ｋW  ｋW 

発電設備の仕様については別紙のとおり。 

連 系 地 点 に 

お け る 電 圧 

ｋＶ 

需 給 契 約 等 の 内 容  

連 系 サ ー ビ ス 

開 始 希 望 日 

平成  年  月  日 

支 払 先 住 所  

支 払 方 法 1.口座振替 2.口座振込 

連 絡 者 

TEL(     －     －     ) 

備 考 
 

添 付 書 類 技術様式 

【東北電力からのお知らせ】 

・当社はお預かりした個人情報を，当社が行なう電気事業，ガス事業およびこれらに付帯関連する事業の適切な遂行

のために必要な範囲で利用いたします。 

・「連系地点」における呼称は，申込者を「甲」とし東北電力株式会社を「乙」といたします。 

 

当 社 申 込 受 付 日 平成  年  月  日 

印 

資 料 ４ 



平成  年  月  日 

 

東北電力株式会社  

営業所長 殿 

                       

（申込者）住 所 

                        名 称 

                        代表者            印 

 

意思表明書 

  

 下記の発電設備に係る平成  年  月  日付「系統連系申込書」について，平成  

年  月  日付「  回答書」を踏まえ，貴社が同申込書に係る手続きを進めるよ

う，申し出ます。 

  

記 

 

 １．発電設備情報 

（設備所在地）： 

（認定ＩＤ）： 

（発電出力）：  

 

２．受給開始希望日 

  平成  年  月  日 

 

３．申込内容の変更 

変更なし ・ 変更あり（別紙のとおり） 

 

４．本件に関する連絡先 

（申込代理人）住 所 

        名 称 

        代表者    

 

 

以上 



平成  年  月  日 

 

東北電力株式会社  

営業所長 殿 

 

                       

（申込者）住 所 

                        名 称 

                        代表者            印 

 

                 

意思表明書 

  

 

 下記の発電設備の設置にかかる平成  年  月  日付「系統連系申込書」について，

申込みを取り下げます。 

  

記 

 

 １．発電設備情報 

（設備所在地）： 

（認定ＩＤ）： 

（発電出力）：  

 

２．本件に関する連絡先 

（申込代理人）住 所 

        名 称 

        代表者    

 

以上 

 

 

 



平 成  年  月  日 

 

 御中 

 

東北電力株式会社    営業所 

                               所 長      

 

接続契約接続契約接続契約接続契約のごのごのごのご案内 案内 案内 案内 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて，平成 年 月 日にお申込みのありました系統連系申込みおよび電力売電申込みに関する接続

契約につきまして，下記のとおり，ご案内申し上げます。 

なお，系統連系契約書締結までは，本書をもって連系契約成立の証としますが，その他に記載されて

いる事項のいずれかに該当することを当社が判断した場合には，本接続契約および本系統連系契約を解

除させていただきます。 

敬具 

記 

発 電 場 所  

連 系 地 点  

連 系 容 量 お よ び 

アンシラリーサービス

契 約 容 量 

 

 

 

発電設備の仕様については別紙（自家用発電設備一覧）のとおり。 

連系 

容量 

常用発電設備  ｋW 

非常用発電設備  ｋW 

計  ｋW 

アンシラリーサービス契約容量  ｋW 

連系地点における電圧 ｋＶ 

連 系 開 始 予 定 日 平成  年  月  日 料 金 適 用 開 始 日 平成  年  月  日 

技 術 検 討 結 果 

1. 別添「系統アクセス検討結果」のとおり，自家用発電設備連系に必要な技術要件に適合して 

 います。 

2. 系統連系に必要な工事概要および工事費負担金は，次のとおりです。（詳細は，別紙「工事費負担

金内訳書」のとおり。） 

（1）工 事 概 要：  

（2）工事費負担金： 

（再掲 消費税等相当額      円） 

3. 工期は次のとおりです。 

 工事費負担金入金後 約   ｶ月間 

4．工事費負担金の支払期限日 

  平成 年 月 日  

そ   の   他  

・再エネ特措法第 6条に基づき経済産業大臣から受けた設備認定の効力が失われた場合 

・再エネ特措法施行規則第 4条または第 6条に定める「正当な理由」のいずれかに該当する場合 

・発電設備の系統連系に伴う工事費負担金を上記に定める工事費負担金の支払期限日までに支払わなかった場合 

・特段の理由がないのに，受電開始希望日を経過してもなお当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気

の供給を開始しない場合 

1.上記に記載のない事項につきましては，当社の「発電設備系統連系サービス実施要綱」によります。 

2.お申込み内容を変更された場合には，本接続契約記載内容により難い場合があります。 

（注）連系地点における呼称は，お客さまを「甲」とし東北電力株式会社を「乙」といたします。 



（別 紙） 

 

工事費負担金内訳書 工事費負担金内訳書 工事費負担金内訳書 工事費負担金内訳書 

 

設  備 工 事 概 要 

工事費負担金 

（単位：千円） 

送電設備 

 

配電設備 

  

発変電設備 

  

通信設備 

  

   

   

合  計 

 

 

 

 

 

 

うち消費税等相当額 

※ 設計変更，材料単価の変動その他特別の事情によって，上記の工事費負担金に著しい差異が生じた

場合には，工事完成後，すみやかに精算させていただきます。 

※ 上記の工事により施設した電気供給設備は当社の所有とし，維持および運用の保安に関する費用は

すべて当社の負担とさせていただきます。 

※ 貴社又は貴殿が系統連系申込内容を取消し又は変更し，当社に損害が生じた場合には，その損害実

費をお支払いいただきます。 

※ 用地確保等特別の事情が生じ，工期の変更が予想される場合，当社は貴社又は貴殿へお知らせし，

当該工期を変更させていただく場合があります。 



東北電力株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー

小委員会において，下図のようなイメージが示されておりますが，まだ確立された標準的

な技術はなく，システム構築には一定の時間を要する見込みです。このため，当社は，当

分の間，「改正された省令にもとづき，出力制御を行うために必要な機器の設置，費用負

担，その他必要な措置について，当社が今後設定する期日までに応じていただくこと」を

条件に接続を承諾することといたします。 

 

 

出典：資源エネルギー庁資料抜粋 

※電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則（平成二十四年六月十八日経済産業省令第四十六号） 

平成２６年 12 月 18 日に，経済産業省より，新たな出力制御システムによる再生可

能エネルギーの導入拡大策や「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取

制度の運用見直し等について」が示され，平成２７年１月２６日に改正された省令

※

が

施行されました。 

改正省令にもとづき，１日単位での出力制御を前提に年間３０日（以下，「３０日ル

ール」）まで実施できる無補償の出力制御の対象が，これまでの 500ｋＷ以上の太陽

光・風力発電から５００ｋＷ未満の太陽光・風力発電（ただし，20kW 未満の風力発

電を除く）にも拡大されました。 

また，併せて「３０日ルール」についても時間単位での出力制御を行なう「時間制」

へ移行することになり，実効的かつきめ細かな出力制御を実現するため，制御対象の発

電設備には「遠隔出力制御システム」の導入が必要となりました。 



東北電力株式会社 

 

 

 

連系区分 連系区分 連系区分 連系区分 適用開始日 適用開始日 適用開始日 適用開始日 

太陽光 太陽光 太陽光 太陽光 

10kW

以上 

特高・高圧 平成２６年１０月１日受付分から適用 

低圧 

改正省令施行日（平成２７年１月２６日） 

受付分から適用 

10kW 未満 平成２７年４月１日受付分から適用 

風力 風力 風力 風力 

20kW 以上 

改正省令施行日（平成２７年１月２６日） 

受付分から適用 

20kW 未満 当分の間は，適用対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本情報の掲載先 ： http://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/renew/index.html 

以上 

① お申込み方法について 

・上記適用開始日以降は，原則として遠隔制御機能を具備したパワーコンディショナ

ー（ＰＣＳ）にて系統連系のお申込みをいただきます。 

② 移行期のお取扱い 

・メーカーの開発期間等に配慮し，パワーコンディショナー（ＰＣＳ）の交換や追加

的な機器の設置等による機能の追加，およびこれに伴う費用のご負担について，当

社が今後設定する期日までに応じていただくことを条件に，当分の間，遠隔制御に

対応していないパワーコンディショナー（ＰＣＳ）での接続も可能といたします。 

③ パワーコンディショナー（ＰＣＳ）に関するご照会について 

・パワーコンディショナー（ＰＣＳ）の遠隔制御機能の有無および開発状況等につい

ては，製造メーカーまたはご購入される販売店・電気工事会社等へご照会ください。 

 

    

遠隔制御機能付パワーコンディショナー（ＰＣＳ）や情報伝送装置等，遠隔出力制御シ

ステムの構築に必要となる設備や通信環境は，発電事業者さまのご負担にて整備・設置

していただきます。 

《電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則》 

第６条（接続の請求を拒むことができる正当な理由）第１項 

三 当該特定供給者が当該認定発電設備の出力抑制に関し次に掲げる事項を当該

接続に係る契約の内容とすることに同意しないこと。 

チ 接続請求電気事業者からの求めに応じ，出力の抑制を行うために必要な機

器の設置，費用の負担その他必要な措置を講ずること。    


